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１ 病床機能報告制度について

2

病床機能報告制度とは，医療法（昭和23年法律第205号）第30条の13に基づき，
一般病床・療養病床を有する病院・診療所が，当該病床において担っている医療機
能の現状と今後の方向性について，病棟単位で，「高度急性期機能」，「急性期機
能」，「回復期機能」及び「慢性期機能」の4区分から1つを選択し，その他の具
体的な報告事項とあわせて，都道府県に報告する仕組みです。（平成26年度から
実施）

病床機能報告について
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現状」
と「今後の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期
機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、
小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に
高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復

帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者

又は難病患者等を入院させる機能
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病床機能報告における医療機能の考え①

（ある病棟の患者構成イメージ）

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院してい
ることから、下図のように当該病棟でいずれかの機能のうち最も多くの割合
の患者を報告することを基本とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

各々の病棟については、

として報告することを基本とする。

「回復期機能」

「急性期機能」

「慢性期機能」

「高度急性期機能」

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者
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病床機能報告における医療機能の考え②
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２ （鹿児島県全体）令和6年度病床機能報告の概要

• 報告対象医療施設数は，436施設（病院：190施設，有床診療所：246床）で，回答率は100%であった。

• 令和６年度報告（令和６年７月１日時点）の県全体の病床数は25,085床となり，前回の令和５年度報告の病
床数25,364床から279床分の減少となった。 令和７年の病床の必要量19,944床に対しては，5,141床分の超
過となっている。

• 病床機能別では，令和７年の必要量を超えている「急性期」及び「慢性期」の病床数の減少が進んでおり，
「高度急性期」及び「回復期」の病床数は増加基調にある。

• 令和７年の必要量に対する令和６年度報告病床数の病床機能別の差分は，「急性期」3,841床の超過，「回復
期」1,102床の不足，「慢性期」696床の超過，「高度急性期」227床の超過となっている。

• 県全体の「高度急性期」の病床数は，今回の報告で令和７年の病床必要量を超過したが，鹿児島保健医療圏，
熊毛保健医療圏以外の保健医療圏では不足の状況が続いている。

• 「休棟」と報告されている病床数については，1,479床と全体の病床数の約6%を構成しており，直近3年では
増加傾向にある。

（※今回の報告は令和６年７月1日時点の病床機能の報告です。）
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令和6年度病床機能報告の概要
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鹿児島県全体 2015年病床数・2024年病床数・2025年必要量の比較
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2015年報告病床数 2024報告病床数 2025年必要量

26,760床 25,085床 19,944床
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Note）報告年によって報告対象の医療機関数及び集計率に差異がある。また，2019（令和元）年より鹿児島県独自の定量的基準の運用が開始した。 8

鹿児島県全体 病床機能別の病床数推移
報告値 必要量
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３ （姶良・伊佐保健医療圏）病床機能報告結果
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2015年報告病床数 2024年報告病床数 2025年必要量

4,043床 3,853床 2,922床

⑤姶良・伊佐保健医療圏 2015年病床数・2024年病床数・2025年必要量の比較
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（床）

Note）報告年によって報告対象の医療機関数及び集計率に差異がある。また，2019（令和元）年より鹿児島県独自の定量的基準の運用が開始した。 11

⑤姶良・伊佐保健医療圏 病床機能別の病床数推移
報告値 必要量
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病床機能報告と定量的基準の照合結果及び病床数適正化支援事業における
病床数削減にかかる病床機能別病床数

2024年（Ｒ６）
病床機能報告病床数

高度急性期 ０

急性期 1,412

回復期 817

慢性期 1,382

今回の調査結果における病床機能別病
床数

０

1,395（△17）

820（ ２）

1,368（△14）

（姶良保健所作成）
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（参考） 定量的基準 概要（令和6年9月改定版）
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１．入院基本料・特定入院料による分類
それぞれの入院料に応じて医療機能を選択する

【１で に分類された場合】

２．高度急性期の取扱い
「重症度，医療・看護必要度」の要件に該当する時は，

【１，２で を選択に分類された場合】

４．高度急性期及び急性期に関連する医療行為について
表に記載の医療を全く提供していない時は，

のいずれかを選択

高度急性期 急性期 慢性期回復期

高度急性期

慢性期回復期

急性期

高度急性期 急性期

①医療機能の選択について

7



３．有床診療所の取扱い
病床機能報告マニュアル等を踏まえ，医療機能を選択する

【３で に分類された場合】

４．高度急性期及び急性期に関連する医療行為について
表に記載の医療を全く提供していない時は，

のいずれかを選択

高度急性期 急性期 慢性期回復期

慢性期回復期

高度急性期 急性期
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②医療機能の選択について

以下の内容で病床機能と入院基本料・特定入院料を分類することとし，これを目安に各医療
機関は病床機能を報告する。
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③入院基本料・特定入院料による分類
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以下の内容で病床機能と入院基本料・特定入院料を分類することとし，これを目安に各医療
機関は病床機能を報告する。

④入院基本料・特定入院料による分類

⑴ 特定入院料による分類
入院基本料・特定入院料に記載のとおり，以下の特定入院料を届け出ている病棟

については，「高度急性期」として報告する。
病床機能

救命救急入院料１～４
特定集中治療室管理料１～
４

ハイケアユニット入院医療
管理料１～２

脳卒中ケアユニット入院医
療管理料

小児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理
料１～２

総合周産期特定集中治療室
管理料

新生児治療回復室入院医療
管理料

特定入院料

高度
急性期

⑵ 「重症度，医療・看護必要度」による分類
１の特定入院料に該当しない入院料を届け出ている病棟であっても，以下の

要件に 該当する場合は，「高度急性期」として報告する。

一般病棟用の「重症度，医療・看護必要度」が，
「Ⅰ：56％以上」，「Ⅱ：40％以上」
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⑤高度急性期の取扱い
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下表に掲げる医療を全く提供していない病棟については，高度急性期及び急性期
以外の医療機能（回復期もしくは慢性期）を適切に選択する。
（令和３年度病床機能報告マニュアル＜①基本編＞に記載の内容と同様の取扱い）

19

⑥高度急性期及び急性期に関連する医療行為

有床診療所については，病床機能報告マニュアル等を踏まえ，報告する。
但し，同マニュアルにもあるとおり，高度急性期・急性期に関する医療を全く提供してい

ない場合，回復期若しくは慢性期として分類する。

病床の種別 入院料等（複数選択可） 病床機能

・高度急性期

・急性期

・回復期

医療療養病床 有床診療所療養病床入院基本料 ・慢性期

介護療養病床 診療所型介護療養施設サービス費 ・休棟中

有床診療所

一般病床 有床診療所入院基本料

いずれか1つ

20

⑦有床診療所の取扱い
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（参考）全国の病床数の動向

22

全国の病床機能別の病床数推移（グラフ）

2023年病床
数

2025年必要
数

2022年病床数と
2025年必要数との
比較

乖離率

全国 1,191,689 1,190,821 868 0% Note）病床数には休棟中の病床数は含まれていなく，また， 各都道府県での報告値精査
前の病床数である。

厚生労働省ホームページ「地域医療構想」掲載の「（１）地域別の病床機能等の見える化
（令和５年度）」を元に作成。
（出典：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html）
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2023
実績

2025
必要数

2022年病床数と
2025年必要数と
の比較

乖離率

1 熊本県 25,747 21,024 4,723 18%
2 富山県 11,659 9,557 2,102 18%
3 佐賀県 11,072 9,078 1,994 18%
4 山梨県 8,367 6,909 1,458 17%
5 鹿児島県 23,925 19,944 3,981 17%
6 宮崎県 13,158 11,048 2,110 16%
7 岩手県 12,586 10,676 1,910 15%
8 山口県 18,651 15,889 2,762 15%
9 徳島県 10,476 8,994 1,482 14%
10 和歌山県 10,947 9,506 1,441 13%
11 島根県 7,561 6,569 992 13%
12 山形県 10,570 9,267 1,303 12%
13 静岡県 30,110 26,584 3,526 12%
14 福島県 17,391 15,397 1,994 11%
15 鳥取県 6,649 5,896 753 11%
16 愛媛県 16,711 14,822 1,889 11%
17 長崎県 19,006 16,862 2,144 11%
18 高知県 12,681 11,252 1,429 11%
19 福井県 8,396 7,591 805 10%
20 香川県 11,129 10,112 1,017 9%
21 大分県 16,079 14,649 1,430 9%
22 石川県 13,054 11,899 1,155 9%
23 秋田県 9,971 9,143 828 8%
24 三重県 14,788 13,584 1,204 8%
25 岡山県 21,895 20,174 1,721 8% 23

病床数合計 2023年病床数と2025年必要病床数の比較
必要病床数に対して「超過」となっている地方自治体

Note）病床数には休棟中の病床数は含まれていなく，また， 各都道府県での報告値精査
前の病床数である。

厚生労働省ホームページ「地域医療構想」掲載の「（１）地域別の病床機能等の見える化
（令和５年度）」を元に作成。
（出典：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html）

2023
実績

2025
必要数

2022年病床数と
2025年必要数と
の比較

乖離率

26 群馬県 19,061 17,578 1,483 8%
27 長野県 18,183 16,839 1,344 7%
28 岐阜県 16,078 14,978 1,100 7%
29 栃木県 16,395 15,458 937 6%
30 青森県 12,449 11,827 622 5%
31 茨城県 22,897 21,755 1,142 5%
32 新潟県 18,970 18,283 687 4%
33 滋賀県 11,666 11,319 347 3%
34 広島県 29,436 28,614 822 3%
35 宮城県 18,978 18,781 197 1%
36 奈良県 13,082 13,063 19 0%

23
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２　令和７年度（令和６年度からの繰越分）医療施設等経営強化緊急支援事業 概要
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